


未利用バイオマス未利用バイオマス

資源作物資源作物

廃棄物系バイオマス廃棄物系バイオマス

家畜排せつ物 食品廃棄物

糖質資源（さとうきび、てん菜 等）
でんぷん資源（コメ、トウモロコシ 等）

油脂資源（菜種、大豆等）

稲わら、
もみ殻

間伐材、林地残材等麦わら

下水汚泥
黒液

製材工場残材、
建築廃材

○ 再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。
○ 太陽のエネルギーを使って生物が合成したものであり、生命と太陽がある限り、枯渇しない資
源。

○ 焼却等しても大気中の二酸化炭素を増加させない、カーボンニュートラルな資源。

○ 『バイオマス』の語源

BIOMASS（バイオマス） ＝ BIO（生物資源） ＋ MASS（量）

○ バイオマスの種類

バイオマスとは

１ バイオマスの種類と特性
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〇 バイオマスの利活用に
期待される効果

・地球温暖化の防止

・循環型社会の形成

・競争力のある新たな戦略
的産業の育成

・農林漁業や農山漁村の
活性化

廃棄物系バイオマス

現状 2010年 2020年

廃棄物系バイオマス

未利用バイオマス

廃棄物系バイオマス

未利用バイオマス

資源作物
我が国のバイ
オマス賦存量

国内で生産さ
れるプラス
チックに含ま
れる全炭素量

の

約3.3倍

バイオマス活用の進展シナリオ

《具体的目標(2010年目途）》
◎技術的観点

エネルギー変換効率向上、
製造製品のコスト目標等

◎地域的観点
バイオマスを一定割合以上

利活用する市町村を500程度構築

◎全国的観点
・廃棄物系バイオマス：炭素量換算で８０％以上利活用
・未利用バイオマス ：炭素量換算で２５％以上利活用

・資源作物の利活用

廃棄物系バイオマス廃棄物系バイオマス

現状 2010年 2020年

廃棄物系バイオマス

未利用バイオマス

廃棄物系バイオマス

未利用バイオマス

廃棄物系バイオマス

未利用バイオマス

廃棄物系バイオマス

未利用バイオマス

資源作物

廃棄物系バイオマス

未利用バイオマス

資源作物

廃棄物系バイオマス

未利用バイオマス

資源作物
我が国のバイ
オマス賦存量

国内で生産さ
れるプラス
チックに含ま
れる全炭素量

の

約3.3倍

我が国のバイ
オマス賦存量

国内で生産さ
れるプラス
チックに含ま
れる全炭素量

の

約3.3倍

バイオマス活用の進展シナリオ

《具体的目標(2010年目途）》
◎技術的観点

エネルギー変換効率向上、
製造製品のコスト目標等

◎地域的観点
バイオマスを一定割合以上

利活用する市町村を500程度構築

◎全国的観点
・廃棄物系バイオマス：炭素量換算で８０％以上利活用
・未利用バイオマス ：炭素量換算で２５％以上利活用

・資源作物の利活用

バイオマス・ニッポン総合戦略
（平成１８年３月閣議決定）

バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議

内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
⇒ 各省連携した施策の推進

２－１ バイオマス・ニッポン総合戦略（関係府省一体となっての取組）

◎地域的視点
バイオマスタウンを300市町村

構築（H18.3.31市町村数を考慮して変更）
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未利用バイオマス活用等によるバイオマス
タウン構築の加速化

2002年12月2002年12月

バイオマス・ニッポン総合戦略を閣議決定

地球温暖化
の防止

循環型社会
の形成

戦略的産業
の育成

農山漁村
の活性化

2006年３月2006年３月

バイオマス輸送用燃料の利用促進

・国産バイオマス輸送用
燃料の利用促進

・積極的な導入を誘導
するための環境整備

新たなバイオマス・ニッポン総
合戦略を閣議決定

・平成22年までに300
地区程度

カーボンニュートラルという特性をもつバイオマスの利活用を
図ることは、化石資源を抑制できることから、地球温暖化防止
に役立つ。

有限な資源から商品を大量に生産し、これを大量に消費・廃棄
する一方通行の社会システムを改め、廃棄物の発生を抑制し、
限りある資源を有効活用する循環型社会へ移行することが必
要。

バイオマス資源が新たにエネルギー、新素材、工業原料、肥
料・飼料に向けられることにより、新たな技術・ノウハウを活用
した全く新しい、環境調和型産業と新たな雇用の創出が期待で
きる。環境問題はいづれどの国でも深刻化するものであり、日
本発の戦略的産業として将来的な発展も期待できる。

わが国は、アジアモンスーン地帯に属し、温暖・多雨な機構条
件のおかげで、バイオマス資源が豊富であり、その多くは農山
漁村に存在している。バイオマスの利活用に向けた様々な取組
みを推進することで、農業、農村社会の活性化に向けた新たな
可能性を拓く。

国産バイオ燃料の本格的導入

目標：５年後に単年度５万kl以上導入

【 目 標 】
平成２２年までに

３００ 市町村

平成２１年４月末
２０９市町村

【 現在 】

２－２ バイオマス・ニッポン総合戦略とは
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市町村が中心となって、地域のバイオマス利用の全体プラン「バイオマスタウン構想」を作成し、
その実現に向けて取組む。

① 域内に賦存する廃棄物系バイオマスの９０％以上、または未利用バイオマスの４０％以上の
活用に向け、総合的なバイオマス利活用を進めるもの

② 地域住民、関係団体、地域産業等の意見に配慮がなされ、計画熟度が高く、関係者が協力し
て、安定的かつ適正なバイオマス利活用が進むもの

農場

家畜排せつ物

森林

農作物残さ

変換施設
・ 発電・発熱
・ エタノール、バイオディーゼル
・ バイオプラステリック、素材
・ 肥飼料化

たい肥、電気

電気、熱
林地残材

一般家庭

食品工場

下水汚泥

施設内、施設間で資源、
エネルギーを融通

バイオマスタウン
（平成２２年に３００市町村を目標）

レストラン

３－１ バイオマスタウンについて

食品廃棄物

バイオマスタウン構想を公表すると

・タウン構想は、都道府県、関係府省において共有されるので、地域の取組みが関係機関に理解されやすい。

・タウン構想が公表されれば、インターネットを介して、全国的に取組みが紹介される。（地域のＰＲ、バイオマス活用企業の誘
致等が図れる。）

・タウン構想の実現に向けた積極的な支援が受けられる。（例：農林水産省・地域バイオマス利活用整備交付金の優先的支
援。）
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バイオマスタウン構想を公表した２０９市町村 《平成２1年４月末現在》

北海道北海道 （（2626））
留萌市
瀬棚町

(現せたな町)

大滝村
(現伊達市)

三笠市
中札内村
東藻琴村

(現大空町)

別海町
鹿追町
滝川市
厚沢部町
帯広市
白老町
津別町
豊頃町
東川町
下川町
洞爺湖町
札幌市定山渓地区
八雲町
猿払村
壮瞥町
豊浦町
清水町
滝上町
斜里町
小清水町

岩手県岩手県 （６）（６）

紫波町
遠野市
九戸村
花巻市
軽米町
葛巻町

宮城県宮城県 （３）（３）

川崎町
大崎市
大郷町

福島県福島県 （７）（７）

富岡町
会津美里町
大玉村
南相馬市
鮫川村
会津若松市
南会津町

茨城県茨城県 （２）（２）

牛久市
常陸大宮市

秋田県秋田県 （６）（６）

小坂町
横手市
能代市
東成瀬村
羽後町
北秋田市

青森県青森県 （（1010））
市浦村

(現五所川原市)

青森市
藤崎町
鶴田町
十和田市
中泊町
八戸市
六ヶ所村
三沢市
田子町

群馬県群馬県 （４）（４）

川場村
太田市
東吾妻町
富岡市

栃木県栃木県 （４）（４）

茂木町
那須町
宇都宮市
小山市

山形県山形県 （７）（７）

新庄市
庄内町
藤島町

(現鶴岡市)

鮭川村
村山市
西川町
飯豊町

千葉県千葉県 （８）（８）

山武町
(現山武市)

白井市
旭市
大多喜町
睦沢町
市原市
館山市
南房総市

山梨県山梨県 （４）（４）

早川町
山梨市
笛吹市
韮崎市

静岡県静岡県 （３）（３）

湖西市
浜松市
袋井市

富山県富山県 （６）（６）

立山町
富山市
黒部市
射水市
高岡市
朝日町

石川県石川県 （２）（２）

七尾市
加賀市

福井県福井県 （３）（３）

若狭町
美山町

(現福井市)

大野市

新潟県新潟県 （（1111））
中条町 上越市

(現胎内市)

柏崎市 佐渡市
三条市 聖籠町
新潟市 湯沢町
十日町市 魚沼市
南魚沼市

東京都東京都 （１）（１）

あきる野市

神奈川県神奈川県（１）（１）

三浦市

長野県長野県 （５）（５）

三郷村
(現安曇野市)

千曲市
長谷村

(現伊那市)
佐久市
上田市

三重県三重県 （１）（１）

伊賀市

岐阜県岐阜県 （３）（３）

白川町
揖斐川町
恵那市

愛知県愛知県 （５）（５）

豊橋市
田原市
名古屋市
豊川市・小坂井町

滋賀県滋賀県 （２）（２）

米原市
野洲市

京都府京都府 （３）（３）

夜久野町
(現福知山市)

南丹市
京丹後市

大阪府大阪府 （１）（１）

岸和田市

兵庫県兵庫県 （８）（８）

加西市
洲本市
宍粟市
豊岡市
南あわじ市
稲美町
多可町
たつの市

鳥取県鳥取県 （２）（２）

大山町
米子市

島根県島根県 （５）（５）

美郷町
安来市
吉賀町
隠岐の島町
飯南町

岡山県岡山県 （４）（４）

真庭市
新見市
笠岡市笠岡湾干拓地域

津山市

広島県広島県 （２）（２）

庄原市
北広島町

徳島県徳島県 （２）（２）

那賀町
三好市

愛媛県愛媛県 （４）（４）

松前町
四国中央市
内子町
東温市

高知県高知県 （４）（４）

梼原町
春野町

(現高知市)

須崎市
宿毛市

山口県山口県 （３）（３）

宇部市
阿武町
周南市

福岡県福岡県 （４）（４）

大木町
立花町
築上町
赤村

佐賀県佐賀県 （１）（１）

伊万里市

長崎県長崎県 （３）（３）

西海市
対馬市
佐世保市

大分県大分県 （４）（４）

日田市
宇佐市
佐伯市
九重町

熊本県熊本県 （７）（７）

南阿蘇村
水俣市
あさぎり町
天草市
御船町
玉東町
多良木町

宮崎県宮崎県 （５）（５）

小林市
門川町
都農町
えびの市
日向市

鹿児島県鹿児島県（（1111））
南大隅町 いちき串木野市
志布志市 曽於市
西之表市 南種子町
鹿屋市 中種子町
姶良町 錦江町
宇検村

沖縄県沖縄県 （５）（５）

伊江村
うるま市
宮古島市
金武町
与那国町

埼玉県埼玉県 （１）（１）

秩父市

３－２ バイオマスタウン構想を公表した２０９市町村《平成２１年４月末現在》
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地域バイオマス利活用交付金

○バイオマスタウン構想の策定等、バイオマスタウンの

実現に向けた地域の創意工夫を凝らした主体的な取

組を支援。

○バイオマス変換施設の整備と併せて、バイオマス発

生施設・利用施設等、バイオマスの円滑な利活用に

関連する施設を一体的に整備。

バイオマス変換施設
（メタン発酵施設等）

資源循環

利用施設
（共同育苗施設等）

発生施設
（農産物集出荷貯蔵施設等）

電気・熱・堆肥等
農産物残さ等

有機農作物等

【特色（ハード支援）】民間事業者が参加しやすいように配慮

・ PFI事業者はもちろんのこと、市町村が作成する事業計画に位置づけられれば、民間事業者で

あっても施設整備主体となることが可能。

・ 発生施設、利用施設については、農林水産省の補助対象施設であれば、バイオマス変換施設と
一体的な施設整備が可能。

４ バイオマスタウン実現に向けた取組への支援

農村振興課（中山間地域振興課）

地域整備課（中山間地域振興課）

畜産課(畜産企画課）

バイオマスタウン構想支援

バイオマスタウン構想実現の
ためのプラットフォームづくり

・バイオマスタウン構想実現の総合的
利活用システムの構築

・バイオ燃料製造の取組の推進
・バイオマス利活用の高度化

ソフト支援 ハード支援
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【1. 事業内容】
「バイオマス・ニッポン総合戦略」に位置づけられたバイオマスタウン（300箇所）の構築を強力に推進する事業。

（１）バイオマスタウン構想の策定：バイオマスタウン構想の策定、策定に必要な取組への支援

（２）プラットフォームづくり支援事業：
①バイオマスタウン構想実現のための総合的利活用システムの構築支援、②バイオ燃料の品質分析等への支援、

③生産製造連携事業計画の作成等への支援、④バイオマスの利活用高度化検討への支援

【2.事業実施主体等】

交付先 :市町村

事業実施主体 :市町村、地域協議会、食品事業者等（事業内容の欄(1),(2)④については市町村のみ）

実施期間 :平成19年度～平成23年度
交付率算定率 :定額(1/2以内、但し(2)④バイオマスの利活用高度化検討については定額)

【3. 要件等】

事業内容の欄（１）：バイオマスタウン構想の策定（事業実施期間中に公表すること）

〃 （２）：バイオマスタウン構想を既に公表していること等

農林水産省
（交付金） 市町村

ＮＰＯ

食品事業者

交付金の配分は市町村の裁量

（１）バイオマスタウン構想の策定

（２）プラットフォームづくり支援

申請

交付
交付

申請

（２）プラットフォームづくり支援
（④を除く）

【4.交付の仕組み】

５－１ 地域バイオマス利活用交付金（ソフト事業）
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バイオマス変換

農地

農家・消費者等 農家・地域住民等

･農産物

･飼料

・家畜排せつ物

・生ごみ

・廃食用油 ・発電利用

・バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）

･たい肥

生ごみ処理機

たい肥散布機械 土壌分析機器

ペレットストーブ

地域バイオマス利活用交付金（ソフト事業）

・バイオマスタウン構想の策定
・バイオマスタウン構想の実現のために総合的利活用システム
の構築支援（バイオマスタウン公表市町村）

【公表済のバイオマスタウン構想書に基づきバイオマス
タウン実現のための機器の導入も可能】

簡易な施設の例

簡易な施設の例
簡易な施設の例

簡易な施設の例

菜種搾油機

小型生ごみ処理機

５－２ 地域バイオマス利活用交付金（ソフト事業）地域におけるバイオマス利活用のイメージ



３．交付先等
（１）交 付 先 ： ①地域モデルの実証 ・・・市町村

（計画主体） ②新技術等の実証、③事業成果拡大 ・・・市町村、都道府県
（２）実施主体： ①、②、③（地域住民参加型）・・・市町村、都道府県（①は除く）、公社、ＰＦＩ事業者、第３セクター等

①、②、③（民間活力導入型）・・・消費生活協同組合、事業協同組合、農林漁業者の組織する団体、
民間事業者

（３）実施期間： 平成１９年度～平成２３年度
（４）補 助 率 ： 定額（１／２以内 但し、民間事業者は原則として１／３相当）

２．事業内容
バイオマスタウン構想の実現に向けて、目標を定めた事業実施計画を作成し、バイオマス利活用の推進を図ろう

とする地域に対して、施設整備に係る支援を実施。
（１）事業種別

①地域モデルの実証 ・・・ 地域における効果的なバイオマス利活用を図るために必要なバイオマス変換施設
及びバイオマス発生施設・利用施設等の一体的な整備

②新技術等の実証 ・・・ 新技術等を活用したバイオマス変換施設及びバイオマス発生施設・利用施設等の

一体的な整備
③事業成果拡大 ・・・ 既設のバイオマス利活用施設の事業成果を拡大させるために必要な施設の増設、改造等

（２）対象工種
・バイオマス変換施設（メタン発酵施設、炭化施設等）
・バイオマス発生施設、バイオマス利用施設（農産物集出荷貯蔵施設、共同育苗施設等）

１．趣 旨
地域の創意工夫を凝らした主体的な取組によるバイオマスの総合的な利活用システムの構築を支援することに

より、バイオマスタウン構想の実現を強力に推進。

６－１ 地域バイオマス利活用整備交付金（ハード事業）

（地域住民参加型／民間活力導入型）

（地域住民参加型／民間活力導入型）

（地域住民参加型／民間活力導入型）
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実施要綱 別表 ２ バイオマスの利活用に必要な施設の整備

（１）地域モデルの実証

（２）新技術等の実証

＜目標＞
施設において利用されるバイオマス量と変換後の成果物の量

＜採択要件＞

地域で発生し、利用可能なバイオマスのうち、１種類以上のバイオマスについて、バイ

オマスタウン構想の公表基準である利活用割合（廃棄物系バイオマス９０％または未利用バイ

オマス４０％以上）に相当するバイオマス量の利活用が図られること。

農業等の振興が図られること。

＜目標＞
施設における計画値（処理能力と発電（生産）能力）

＜採択要件＞

バイオマスの利活用を推進する新技術等を有する施設を整備するものであること。
農業等の振興が図れること。

６－２ ハード事業 採択要件（ポイント）

（３）事業成果拡大 ＜目標＞
バイオマス利活用施設の成果拡大を表す具体的な数値目標

＜採択要件＞

バイオマスタウン構想に明記された取組を行う施設または農林水産省バイオマス事業に

より整備された施設において、施設の増設等により事業成果の拡大が図られること。

※①

※②

※① …「温暖化ガス排出削減量」、「バイオガスの品質向上」、「バイオディーゼル燃料の品質向上」等
※② …バイオマス利活用フロンティア整備事業、バイオマスの環づくり交付金、地域バイオマス利活用

交付金

10



都道府県

申請

交付

市町村

申請

６－３ 地域バイオマス利活用交付金（ハード）の手続き（概要）

申請の流れ 交付の流れ

・計画審査、
都道府県事業
実施計画の作成

事業実施
主体

・事業実施
計画の作成

申請

交付

申請

交付

・計画審査、
市町村事業
実施計画
の作成

・自らが事業実施
主体の場合、事業
実施計画の作成

・自らが事業実
施主体の場合、事
業実施計画の作

成

都道府県の区域等を対象とする
広域で事業を実施する場合、都

道府県知事に申請可能

交付

交付

申請

農林水産省
(地方農政局）

タウン構想を策定または策定が確
実であると農政局長が認めた場合、

国への直接申請が可能

計画主体

計画主体

・事業実施計画
の協議、審査、
承認、予算割当
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６－４ 地域バイオマス利活用交付金（ハード事業）地域におけるバイオマス利活用のイメージ

森林組合

農地

バイオマス変換施設

畜産農家

集落排水施設

バイオ発電施設

おがくず

家畜排せつ物

集排汚泥

食品廃棄物

堆肥・液肥

有機農作物

堆肥化施設

ガス
ホルダー

発
電
機

発
酵
槽

発
電
機

一般世帯・事業所

BDF施設

BDF

農業用機械

集出荷施設

集落公共施設

温水

加温栽培施設

廃食油

野菜残さ等

バイオマス資源

生産物

代替利用
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＜判断基準＞
・農林水産省が支援するに値する施設

↓
実施要領 別添１
２ バイオマスの利活用に必要な施設整備
（１） 地域モデルの実証 イ

変換施設

付帯施設 本体施設

利用施設発生施設

前処理施設 発電施設
ガスホルダー
メタン発酵施設 等

電線、電柱、育苗施設等、変
換物を利用するまでに必要
となるもの

施設用地 施設用地

支援対象

条件を満たす施設 条件を満たさない施設

支援対象外

集出荷施設等、変換施設
へバイオマスを投入するま
で必要になるもの

施設用地

支援対象外

発生施設 変換施設 利用施設

＜判断基準＞
・農林水産省が支援するに値する施設

↓
実施要領 別添１
２ バイオマスの利活用に必要な施設整備
（１） 地域モデルの実証 イ

６－５ ハード事業 支援対象施設（地域モデル実証の例）



○堆肥化施設 （日田市）

○バイオディーゼル燃料製造施設（東近江市）○日田市バイオマス資源化センター

○木質ガス化施設（参考）

バイオマスの変換・利用施設等の一体的な整備等、バイオマスタウンの実現に向けた地域の創意工夫を凝
らした主体的な取組を支援。

○農村振興局関連の交付金等による支援状況

地域バイオマス利活用交付金等予算の推移

○メタン発酵施設（南丹市）

＊）全体での変換施設整備数は、１２４施設である。地区数との違いは、1地区で複数施設を整備しているため。 （H2１.3月時点)

６－６ 農村振興局バイオマス利活用ハード事業（地域バイオマス利活用交付金等）の実施状況

年度 地区数 堆肥化施設
メタン発酵施

設
飼料化施設

ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃
料化施設

木質ﾍﾟﾚｯﾄ製
造施設 炭化施設

木質ﾎﾞｲﾗｰ施
設

エタノール製
造等施設

固形燃料化
施設

木質ガス化施
設

その他 施設数

H15 5 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 9

H16 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 木質混錬施設 11

H17 15 6 6 1 3 0 3 0 1 0 0
凍結防止剤
ﾊﾞｲﾌﾟﾗ原料化 22

H18 25 11 6 8 1 1 0 0 2 1 1 0 31

H19 25 5 2 2 6 7 0 4 0 1 0 0 27

H20 22 4 1 6 4 4 0 2 0 0 0 2 23

計 99 36 21 17 15 12 5 6 3 2 1 5 123

（千円） 地域バイオマス利活用整備交付金等（ハード）
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○ 市内で発生する家畜排せつ物、集排汚泥、食品廃棄物などのバイオマスを「日田市バイオマス資源センター」に
収集し、メタン発酵によるガスを電力や熱に変換しプラント自立エネルギーとして利用し、余剰電力を売電。

○ さらに、発酵残さを堆肥・液肥として、町内農地に還元し、白菜等の葉物野菜の生育が良いと評判。

６－７ 地区事例：日田地区（大分県日田市）

農地

水田（水稲） 畑（麦、野菜、果樹)

○メタン発酵施設

畜産農家

家畜排せつ物
約50t/日

液肥 約2,500t/年
堆肥 約250t/年○堆肥化施設

電力/熱 約120万kWh/年

バイオマス変換施設
＜日田市バイオマス資源センター＞

生ゴミ
約24t/日

一般家庭

集排汚泥
約6t/日

農業集落排水施設

発酵槽 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ

ｶﾞｽﾎﾙﾀﾞｰ
液肥貯留槽

電力会社

余剰電力を売電

米 麦

農産物

販売・（給食センター利用）

野菜･果樹

農地還元

売電
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農地

水田 約500ha 畑 約600ha

畜産農家

家畜排せつ物
約21,000t/年

集排汚泥
約800m3/年

食品廃棄物
約1,100t/年 堆肥 約4,400t/年、液肥 約13,000t/年

発酵槽 発電機

地域認証農作物

一般世帯・事業所

還元
販売

○ 町内で発生する家畜排せつ物や食品廃棄物などのバイオマスを「バイオマスセンター」に収集し、メタン発酵に
よるガスを電力や熱に変換しプラント自立エネルギーとして利用。

○ さらに、発酵残さを自然農業堆肥として地域の協議会で認証し、町内農地に還元し、地産地消の農産物として販
売。それにより、地域のバイオマス資源を循環。

バイオマス変換施設集落排水施設

鹿本自然農業協議会認証基準看板農作物直販売所（商品棚に認証書貼付）

６－８ 地区事例：鹿本地区（熊本県山鹿市（旧鹿本町））

メタン発酵施設 堆肥化施設

＜バイオマスセンター＞

電力・熱 約600MWh/年
（自立エネルギー）



市町村が事業実施主体となり、地域バイオマス利活用交付金によりバイオマス利活用施設の整備
を行う場合、地方負担分を以下の３つの地方債により支援します。

③一般補助施設整備等事業債

①地域活性化事業債

７ 地域バイオマス利活用交付金の地方財政措置

②辺地及び過疎対策事業債

循環型社会の形成による地域の活性化を実現するため、Ｈ21年度より地域活性化事業債の対象事業になりました。

(充当率 75％ 交付税算入率30%)

地域バイオマス利活用交付金により取組む事業については、一般補助施設整備等事業債の対象になります。

国費 1/2 一般補助施設整備
事業債 (充当率75%)

一般財源 25%

国費 1/2 一般財源 25%地域活性化事業債
(充当率75%)

※元利償還金の30%に交付税措置

(充当率 100％ 交付税算入率 辺地債80% 過疎債70%)

辺地及び過疎地域において行われる事業については、Ｈ20年度より辺地対策事業債、過疎対策事業債の対象となっています。

ただし、当該事業で整備される施設が、辺地総合整備計画ならびに過疎地域自立促進市町村計画に「農業（畜産業を含む）、林業

又は漁業の経営の近代化のための施設」として位置づけられていることが必要です。

国費 1/2 一般財源 無

※元利償還金の辺地債80%、過疎債70%に交付税措置

辺地及び過疎対策事業債
(充当率100%)
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